
船舶事故調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年５月３日 １１時００分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴
まいづる

市沓
くつ

島北西方沖 

 丹後鷲
わし

埼灯台から真方位０６０°７.０海里付近 

 （概位 北緯３５°４３.３′ 東経１３５°２５.６′） 

事故の概要 遊漁船第１１加福
か ふ く

丸は、北西進中、また、プレジャーボートKANON
カ ノ ン

は、船首を北北西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年６月１９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 第１１加福丸、７.９トン 

   ＦＫ２－２２２８（漁船登録番号）、個人所有 

第２５１－１６６１６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート KANON、０.４トン 

   ２３５－４６２７６京都、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部ハンドレールに折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、沓島北西方

沖で遊漁を開始したが、釣果が思わしくなかったので、船長Ａは、釣

り場を移動することとした。 

船長Ａは、操縦席で立った状態で下を向いて魚群探知機で魚群探索

を行いながら約５ノットの対地速力で北西進中、目線を船首方に上げ

たところ、至近にＢ船を認めたがどうすることもできず、Ａ船の左舷

船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、釣り場を移動する際、周囲に航行の支障となる他船がい

ないかどうか見回したが、魚群を早く見付けようとしていたので、前

路で漂泊中のＢ船に気付かなかったのではないかと本事故後に思っ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船首を北北

西方に向け、船外機を停止して漂泊し、船長Ｂが右舷船首方を、同乗

者が左舷船首方を向いて釣りをしていたところ、船長Ｂが右舷船尾方

至近に迫ったＡ船に気付いたがどうすることもできず、Ａ船と衝突し



た。 

船長Ｂは、本事故が発生したことを１１８番通報した。 

船長Ｂは、右舷船首方を向いて釣りに集中していたので、右舷船尾

方から接近するＡ船に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、北西進中、船長Ａが、下を向いて魚群探索を行いながら航

行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、釣り場を移動する際、周囲に航行の支障となる他船がい

ないかどうか見回したが、魚群探索に意識が向いていたことから、前

路で漂泊中のＢ船に気付かず魚群探索を行いながら航行を続けた可能

性があると考えられる。 

 Ｂ船は、船首を北北西方に向けて漂泊中、船長Ｂが、右舷船首方を

向いて釣りに集中して漂泊を続けたことから、右舷船尾方から接近す

るＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北西進中、Ｂ船が船首を北北西方に向けて漂泊

中、船長Ａが、下を向いて魚群探索を行いながら航行を続け、また、

船長Ｂが、右舷船首方を向いて釣りに集中して漂泊を続けたため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、魚群探索のみに意識を向けず、見張りを常時適

切に行うこと。 

 ・船長は、釣りを行いながら漂泊中、周囲の見張りを適切に行い、

接近する他船の早期発見に努めること。 

 


